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はじめに 女性支援事業の概要

１ 根拠法令

(1) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号、令和６年４月１日施行）

(2) 配偶者等からの暴力等の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法、平成13年法律第31号）

２ 関連計画（長野県）

(1) 第５次長野県男女共同参画計画（R3-R7）

(2) 第１次長野県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画（R6-R10）

(3) 第５次長野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための支援基本計画（R3-R7）

３ 機関・相談員等

(1) 女性相談支援センター ：県１か所

(2) 女性相談支援員 ：県女相２名、福祉事務所（10か所）10名、19市28名

(3) 配偶者暴力相談支援センター：県女性相談支援センター、

（DV防止法） 県男女共同参画センター「あいとぴあ」、安曇野市
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４ 女性相談・保護の相談系統図（イメージ）
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（具体的な支援例）
・アウトリーチ等による早期把握
・居場所の提供
・相談支援
・一時保護
・被害回復支援
・生活の場を共にすることによる
支援（生活支援・権利回復支援）
・同伴児童等への支援
・自立支援
・アフターケア

困難な問題を抱える女性

（及び同伴者・同伴児童）

関係機関

福祉事務所（女性相談員）

警察関係

法務関係

他の婦人相談所

児童相談所

その他相談機関

社会福祉施設等

民間支援団体
医療関係

労働関係

縁故者・知人

女性相談センター
（配偶者暴力相談支援センター）

相談（電話・面接）

・助言指導

・機関紹介
一時保護

女性自立支援施設

（県立ときわぎ寮）

退 所

連 携



５ ＤＶ防止の相談系統図（イメージ）
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＜保護命令＞                 ＜保護命令違反＞ 

○ 被害者及び子への接近禁止命令（６か月）   １年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

○ 電話等禁止命令（６か月） 

○ 親族等への接近禁止命令（６か月）       

○ 退去命令（２か月） 

・暴力の制止 

・被害者の保護 

・被害発生防止のために必

要な措置、援助 

・裁判所への書面提出 

連 携 

発 令 

   

配偶者（事実婚、生活の本拠を共にする交際相手を含む） 

・元配偶者からの暴力被害者    

 

                               
                       情報    
                       提供 

            相 談                 相 談 

                  

        

                         通 報 

 

 

 

 

                                  連 携 

 

                                    

    

 

                                    

 

                                                                  

                                   

委 託 

 

                         

 

                   

地方裁判所の請求に基づく書類提出 

                     （相談、援助・保護を求めた状況、措置の内容等） 

 

 

 

 

 

 
相手方：申立人の配偶者・元配偶者（事実婚を含む）

等 

発見者 

   

 

 

・  相談 

・  カウンセリング  

・ 自立支援のための情報提供及び助言、 

連絡調整その他の援助 

・ 保護命令利用に係る情報提供及び助言、

連絡調整その他の援助 

・ 保護施設に係る情報提供及び助言、 

連絡調整その他の援助 

・  一時保護（女性相談センター） 

地方裁判所 

警 察 

医師等 

   

配偶者暴力相談支援センター 

（市町村にも設置可能） 

一時保護施設 

 

保 

護 

命 

令 

の 

申 

立 

て 

一時保護委託施設 

察 

 

・保健福祉事務所 

・市町村 

・児童相談所、保健所、 

医療機関、民間ｼｪﾙﾀｰ 

関係機関 

ＤＶ被害者支援ネットワーク 

連
携 



Ⅰ 女性相談支援センターへの相談状況

（参考：R5年度相談実人数…電話993名、面接28名）

１．電話・来所相談件数の推移（延べ件数）
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Ⅰ 女性相談支援センターへの相談状況

（総数2,094件）

※面接相談（来所、訪問）28件のうち16件（57.1%）が「夫等からの暴力」

２．電話相談内容（令和５年度）

内訳：離婚問題96件
不和・不貞・医療関係等
163件

内訳：病気250件
妊娠出産10件
その他17件

内訳：子どもからの暴力等10件
就職・結婚・不和等53件
親の暴力27件
嫁姑問題・不和等120件
その他親族の暴力10件

内訳：交際相手6件
家庭不和98件
住居問題7件

その他の者の暴力、男女問題、
ストーカー被害、経済関係、
帰住先なし 等

H15： 45件／1,504件（3%）
R5 ：493件／2,094件（24%）

職場・地域等の人

間関係等

417件（20%）

夫からの暴力

（DV）

248件（12%）

夫等（その他）

259件（12%）精神的問題

493件（24%）

子ども・親族

220件（10%）

医療関係

277件（13%）

その他

180件（9%）
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(1) 県 ①女性相談支援センター２名 ②福祉事務所10所に各１名（計12名）

(2) 市（福祉事務所等） 19市計28名 ※R7.4県内全市に１～３名配置

（傾向）

・県内の女性相談支援員のほとんどが非正規（会計年度任用）職員

県福祉事務所10名と、市のうち15名（62.5%）が母子・父子自立支援員等を兼務

・経験年数は平均約４年0か月。３年未満の者が19名（47.5%）

５年以上が12名（30.0%）、うち10年を超える者が４名

・年代別では60代が17名（42.5%）、50代が11名（27.5%）、

70歳以上２名を加えた30名（75.0%）が50歳以上の者。30代以下は４名

１．女性相談支援員の配置状況（令和７年４月１日現在）
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Ⅱ 県・市の福祉事務所等（女性相談支援員）への相談状況



県福祉事務所全所への相談員配置（H14年度）以降、特に電話相談件数が増加。

２．電話・来所相談件数の推移（延べ件数） ※県・市合計
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Ⅱ 県・市の福祉事務所等（女性相談支援員）への相談状況



電話・面接ともに夫との関係（DV、その他）に関する相談が半数前後。

「その他」は経済関係（収入、就職、手続について等）の相談など。

電 話：3,966件 面 接：2,340件

３．電話・面接相談件数内訳（令和５年度）
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職場・地域等の

人間関係等

368件（9%）

夫の暴力（DV相談）

660件（17%）

夫等その他

1,261件

（32%）

精神的問題

248件（6%）

医療関係

115件（3%）

子供・親族

509件

（13%）

その他

805件（20%）

職場・地域等の

人間関係等

42件（2%）

夫の暴力（DV

相談）

452件（19%）

夫等その他

927件

（40%）

精神的問題

36件（1%）

医療関係

44件（2%）

子供・親族

375件（16%）

その他

464件（20%）

Ⅱ 県・市の福祉事務所等（女性相談支援員）への相談状況



「助言指導」が多数を占める。

面接相談においては、「助言指導」の約３割が二回以上。

４．相談案件の対応状況（令和５年度）
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助言指導（来所指示含む）

2,532 件（63.8%）

その他（無言・一方的

に終話含む）,

1,101 件（27.8%）

他所・相談員等紹介

333 件（8.4%）

電話相談（県・市計3,966件）

Ⅱ 県・市の福祉事務所等（女性相談支援員）への相談状況

助言指導（一回のみ）

1,276 件（54.6%）
助言指導（二回以上）

662 件（28.3%）

事案の移送

103 件（4.2%）

その他

299 件（12.8%）

面接相談（県・市計2,340件）



※県、市の福祉事務所等及び女性相談支援センターの相談件数内訳

電 話：6,060件 面 接：2,368件

５．相談者の年代別件数（令和５年度）
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18歳未満

6 件(0.1%)

18歳～19歳

91 件(1.5%)

20歳～29歳

575 件(9.5%)

30歳～39歳

1,224 件(20.2%)

40歳～49歳

1,115 件(18.4%)

50歳～59歳

1,087 件…

60歳以上

1,025 件…

不明

937 件(15.5%)

18歳未満

2件(0.1%)
18歳～19歳

31件(1.3%)

20歳～29歳

387件(16.3%)

30歳～39歳

702件(29.6%)40歳～49歳

708件(29.9%)

50歳～59歳

314件(13.3%)

60歳以上

184件

(7.8%)

不明

40件(1.7%)

Ⅱ 県・市の福祉事務所等（女性相談支援員）への相談状況



Ⅲ 女性相談支援センターにおける一時保護の状況

令和５年度新規入所者：女性本人18名（うちDV8名）、

同伴児童4名（うちDV3名） － 乳児1名、幼児3名

１．一時保護件数の推移（本人・同伴家族。一時保護委託含む）
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Ⅲ 女性相談支援センターにおける一時保護の状況

入所経路：福祉事務所等16件（うちDV７件）、警察等2件（うちDV１件）。

入所理由：夫等の暴力８件（44%）、親の暴力２件、子供の暴力１件、その他親族の暴力１件、

家庭不和１件、男女問題１件、帰住先なし２件 等

一時保護を行った女性の内訳の推移 ※（）内はDV再掲

２．一時保護の入所経路・理由（令和５年度）

18歳未満 18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 計

H30 ０ ０ ８（４） ２（２） ５（５） ０ ０ 15(11)

R1 ０ ０ ６（５） ６（５） ２（１） ０ ０ 14(11)

R2 ０ ０ ５（３） ３（３） ３（２） １ ０ 12(8)

R3 ０ ０ ６（３） ７（６） ２（２） ０ ０ 16(12)

R4 ０ ２ ６（６） ３（３） ３（３） ０ １ 15(12)

R5 1 2 2 ５（３） ２（２） １（１） ５（２） 18(8)
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平均在所日数：12.4日

※（）内はうちDV

女性自立支援施設入所３名、帰宅１名、帰郷・帰国３名（１名）、

公営住宅・民間住宅入居６名（５名）、住込就労１名（１名）、

その他社会福祉施設等入所４名（１名）

Ⅲ 女性相談支援センターにおける一時保護の状況

３．一時保護の在所期間（令和５年度）

在所期間 人数 うちDV

１日～５日 3 ２

６日～10日 ５ １

11日～15日 ７ ５

16日～20日 0 0

21日以上 ３ 0

計 18 ８
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４．一時保護後の状況（令和５年度）



Ⅲ 女性相談支援センターにおける一時保護の状況

DV被害者緊急避難支援事業（H15.12.17～、県単独事業）

支援対象者はDV被害者（及び同伴児童）等で、女性相談支援センター所長又は保健福祉
事務所福祉課長、男女共同参画センター所長が認めた者（かつ本人が利用を希望した場合）
女性相談支援センター所長が契約した委託施設（16施設）に対し、連続する５日間を限
度とし、一人あたり一日２千円の委託料を支払う。

令和５年度は11世帯19名を延べ74日間保護。

５．一時保護委託契約
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６．外国人女性の保護状況

人身取引被害者一時保護件数 ※H30～R５年度…事例なし

年度 H25 H26 H27 H28 H29

人数 ２ １ ３ ３ １



県立ときわぎ寮（定員20名）

１．女性自立支援施設の設置状況

２．女性自立支援施設の入所者数推移（年度中の入所人員）
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Ⅳ 女性自立支援施設への入所者の状況
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Ⅳ 女性自立支援施設への入所者の状況

施設新規入所者３名のうち、その他の者の暴力１名、家庭不和１名、帰住先なし１名

※（）内はうちDV

帰郷１名（０名）、その他社会福祉施設等１名（１名）、

公営住宅・民間住宅１名（０名）

３．在籍者の入所理由（令和５年度）
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４．女性自立支援施設の入所者の退所先（令和５年度）



平均在所日数：37.5日

母子生活支援施設２施設、児童自立生活援助事業所２施設

その他生活保護法に基づく更生施設、救護施設等の施設が想定される

５．女性自立支援施設の退所者の入所期間の状況（令和５年度）

在所期間 人数 うちDV

1ヶ月未満 １ ０

１ヶ月以上２ヶ月未満 ０ ０

２ヶ月以上３か月未満 ３ １

計 ４ １

17

６．長野県内における女性相談支援センター以外の支援施設（令和７年４月１日現在）

Ⅳ 女性自立支援施設への入所者の状況



女性相談支援センター及び県保健福祉事務所

18

502 
617 

727 698 690 

510 
417 371 

258 271 229 
302 

402 380 374 
243 199 

254 

428 464 

224 
179 

264 

326 

339 
470 

392 

401 

295 
207 

150 124 

80 

129 

117 139 169 

70 
63 

73 

83 
100 

33 41 

16 

16 

25 

58 

50 

39 

50 

33 

52 
30 

54 

63 

73 52 
81 

81 
75 

71 

156 
156 

86 129 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

電話 来所 その他（訪問等）

４．県の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数※

Ⅴ 配偶者暴力相談支援センターへの相談状況

※DVのうち被害者本人からの相談のみ



県男女共同参画センター「あいとぴあ」 参考：安曇野市

19

64

110106
95 92

79 81 83
71

37
30 33 28

40
30

11
22

11

13
9

10 13

12
17

23

4

7

2 2
5

4

2

2

2

0

20

40

60

80

100

120

140

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

電話 来所

3 1
36

85

374

196
257 235

117 1089 2
73

63

116

151

172

126

73 97

0 0

7
32

59

51

65

23

6
5

0

100

200

300

400

500

600

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

電話 来所 その他（訪問等）

４．県の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数

Ⅴ 配偶者暴力相談支援センターへの相談状況
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１．長野県性暴力被害者支援センター「りんどうハートながの」相談件数

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

新規案件数（件） 70 72 74 91 100 112 113 128

過年度受付事案の継続対応
案件数（件）

― 10 8 15 13 14 13 19

述べ相談対応回数（回） 219 378 325 433 442 557 690 1,284

Ⅵ その他県が設置する窓口への相談状況



＊１：「児童相談所に直接連絡を取りたい」などの取り継ぎ等

＊２：親族関係、近隣関係、友人関係の相談等

＊３：問い合わせ電話等（無言電話を除く）
21

相談種別 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

児童関係 児童虐待 172 154 198 230 166 173

養育 121 147 120 127 117 136

その他(*１) 696 2,370 869 947 794 714

小計 989 1,039 1,187 1,304 1,077 1,023

配偶者間暴力
等関係

ＤＶ被害 58 43 53 30 30 24

夫婦問題 30 28 54 42 90 123

親族の暴力 12 11 13 14 15 18

その他(*２) 47 44 82 67 75 86

小計 147 126 202 153 210 251

その他(*３) 88 60 133 238 188 142

合計 1,224 1,225 1,522 1,695 1,475 1,416

２．児童虐待・DVホットライン相談件数

Ⅵ その他県が設置する窓口への相談状況
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３．にんしんSOSながの相談件数

妊娠不安

74件（23%）

予期せぬ妊娠のいきさ

つと今後の悩み

52件（16%）

中絶に関する相談

17件（5%）

DV・性被害の相談

6件（2%）
出産・分娩不安

6件（2%）

その他

74件（23%）

本人以外、関係機関、

無言、問い合わせ等

93件（29%）

令和５年度 相談内容内訳 総数322件

Ⅵ その他県が設置する窓口への相談状況


